（第４号様式）
令和　　年　　月　　日
守口市長　様
守口市ふれあい収集　
内容変更・中止届出書


利用世帯代表者　住所：守口市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
		氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

届出の理由
□（１）住所を変更したとき（するとき）。
		新住所　　　　：守口市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
		変更日（予定）：　　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　
□（２）入院、施設入所等により、ふれあい収集を利用する必要がなくなったとき。
　		入院（所）（予定）：　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　
　（３）守口市ふれあい収集実施要綱第２条に規定する対象世帯に該当しなくなったとき。
　　□　１．親族と同居することになった。
　　□　２．以下（１）～（４）に該当しなくなった。第２条　ふれあい収集を利用することができる世帯（以下「対象世帯」という。）は、市内に住所を有し、次の各号に掲げる要件の全てに該当する世帯とする。
(１)　ごみの戸別収集の対象外である家屋に居住していること。
(２)　次のアからウまでに掲げる者で構成される世帯（イのみで構成される世帯を除く。）であること。
　　ア　次のいずれかに該当する者であって、ホームヘルプサービスを受けているもの
(ア)　65歳以上の者であって、介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第１項に規定する要介護
状態区分が要介護２、要介護３、要介護４又は要介護５と認定されている者
　　　(イ)　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）の規定により身体障害者手帳の交付を受け、か
つ、その障害の程度が１級又は２級に該当する者
(ウ)　大阪府療育手帳に関する規則（平成12年大阪府規則第42号）の規定により療育手帳の交付を
受け、かつ、その障害の程度がＡに該当する者
(エ)　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）の規定により精神障害
者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が１級に該当する者
イ　18歳未満の者
ウ　ア及びイに掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(３)　ホームヘルパー、親族、近隣に居住している者等の協力を受けることができず、ごみ置場までごみを
持ち出すことが困難であること。
(４)　特別養護老人ホームその他の福祉施設に入所している者のみで構成される世帯でないこと。

受付
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